
【事例１（人的関係）役員が兼任している会社同士】 【事例２（資本関係）会社が所有する議決権による親子会社】 【事例３（資本関係）個人が所有する議決権による親子会社】

【事例４（資本関係）会社と個人が所有する議決権による親子会社】 【事例５（資本関係）２以上の会社が所有する議決権による親子会社】 【事例６（資本関係）子会社が所有する議決権による親子会社】

【事例７（資本関係）会社が所有する議決権による兄弟会社】 【事例８（資本関係）個人が所有する議決権による兄弟会社】

（注）上記は代表的な事例を示しています。

　次の事例のＡ社（又はＡ）とＢ社の関係にある場合は同一入札への参加が制限されます。

同一入札への参加を制限する代表的な事例

B社の議決
権の過半数

Ａ社
及び

Ａ社と緊密関係の個人
Ｂ社

Ａ社及びＡ社と出資･人事･資金･技術･取引等にお
いて緊密関係の個人がそれぞれ所有しているＢ社
の議決権を合計した数の割合が、Ｂ社の議決権の
総数に対して50／100を超えており、かつA社がB社
の財務及び事業の方針の決定の決定を支配してい
る事実がある場合

A社

Ｂ社

C社

C社の議決
権の過半数

Ａ社 Ｂ社

Ａ社が所有しているＢ社の議決権の数
の割合が、Ｂ社の議決権の総数に対し
て50／100を超えている場合ｄ

Ａ社
（役員Ｃ氏）

Ｂ社
(役員Ｃ氏)

Ａ社の役員Ｃ氏がＢ社の役員も兼ねている場合

Ａ社 Ｂ社

Ｃ社

Ｃ社が所有しているＡ社、Ｂ社の議決権の
数の割合が、Ａ社、Ｂ社の議決権の総数に
対して50／100を超えている場合

Ａ社 Ｂ社

Ｃ社(すべての役員)
又は

Ｃ（個人）

Ｃ社(すべての役員又はＣ（個人）が所有しているＡ社、
Ｂ社の議決権の数の割合が、Ａ社、Ｂ社の議決権の総
数に対して50／100を超えている場合

Ａ社（すべての役員）
又は
Ａ(個人)

Ｂ社

Ａ社(すべての役員)又はＡ(個人)が所有し
ているＢ社の議決権の数の割合が、Ｂ社の
議決権の総数に対して50／100を超えて
いる場合

A社

B社

C社(すべての役員)
又は
C（個人）

A社は、C社の子会社であり、親会社であるC社及
び子会社であるA社が所有するB社の議決権の割
合の合計がB社の議決権の総数に対して50／100
を超えている場合。

A社の議決権の
過半数

B社の議決権の
３割

B社の議決権の３割

A社の子会社であるC社の所有するB社
の議決権の割合が、B社の議決権の総
数に対して50／100を超えている場合。


